
モデル地区における高台まちづくりの取組等

令和７年１２月３日

資料４
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国土地理院 1：50,000デジタル標高地形図「東京」を加工して作成

※取組箇所は、今後の検討状況により変更となる場合があります。
※モデル地区は令和6年11月13日時点のものであり、今後の検討や調整等を踏まえ、修正・追加等を適宜行う。

令和7年9月〇日時点【資料１】

国土地理院 1：50,000デジタル標高地形図「東京」を加工して作成

荒
川⇒

足立区

板橋区

墨田区

江戸川区

江東区

大田区

北区

【凡 例】

新規モデル地区：５地区

既存モデル地区：７地区

大田区高台まちづくり基本方針（大田区）

王子地区

小台地区

本所地区

（区内全域）

船堀地区（江戸川区）

新田地区（足立区）

篠崎地区
（江戸川区）

浸水対応型市街地（葛飾区）
（区内全域）

中川左岸地区
（江戸川区、葛飾区）

新河岸地区（板橋区）

舟渡地区（板橋区）
⇒R6竣工

高台まちづくりのモデル地区取組位置図

江東区浸水対応型まちづくりビジョン（江東区）

（区内全域）

矢口地区

JR小岩地区
（江戸川区）

葛飾区

西大島地区

【個別事業】

既存モデル地区：１地区

【計画策定】

【個別事業】

新規モデル地区：２地区

【計画策定】
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建築物等（建物群）による高台まちづくり 高台公園を中心とした高台まちづくり

〔平常時〕賑わいのある駅前空間
〔浸水時〕避難スペース等を有する建築物と
ペデストリアンデッキ等をつないだ建物群に
より命の安全・最低限の避難生活水準を確保

〔平常時〕河川沿いの高台公園
〔浸水時〕緊急的な避難場所や救出救助等の
活動拠点として機能。道路や建築物等を通じ
て浸水区域外への移動も可能

平常時 平常時

浸水時 浸水時

高台まちづくりのイメージ
高規格堤防の上面を活用した高台まちづくり

〔平常時〕良好な都市空間・住環境を形成
〔浸水時〕緊急的な避難場所や救出救助等の
活動拠点として機能。浸水しない連続盛土等
を通じて浸水区域外への移動も可能

平常時

浸水時

出典：（上段）災害に強い首都「東京」形成ビジョン概要版P.2
（下段）高台まちづくり整備の基本的な考え方概要版P.11

高台まちづくりにおける具体的な整備内容のイメージ一部加筆
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《具体的な取組内容》
①地域のにぎわい創出及び防災性向上を実現する施設整備
②隣接地区への避難動線となる隅田川緑道公園の再整備
③デッキ部分を水害時等の一時避難先として活用、防災備蓄倉庫の整備
④敷地に隣接する国技館通り沿道（避難動線）のバリアフリー化
⑤スーパー堤防とつながる地区施設の整備

《取組を進める上での課題》
・水辺へのアクセス性の向上、水辺の活力誘導
・周辺エリアと連携した賑わい創造
・河川管理者との連携
・地域住民・事業者・行政等による検討、合意形成

《推進方策の活用内容》
・隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画の決定
・本所一丁目特定街区の都市計画決定
・高度地区の都市計画変更
・スーパー堤防整備事業との連携

《今後の予定》
・都市計画決定・変更 令和6年3月1日付
（特定街区、地区計画、高度地区）
・解体工事 :～令和8年
・建設工事 :～令和11年
・使用開始 :令和11年～

堤防とデッキの断面イメージ

緑 道

歩道状空地

歩道状空地

歩道状空地
広 場

デッキ

スーパー堤防
計画区域

防災備蓄倉庫
集会室(建物内)

記載例墨田区における高台まちづくりの取組【本所地区】

■取組のポイント 『隅田川沿川の大規模再開発（特定街区）を契機とした高台まちづくり』
（１）水害時の一時避難先となるデッキ等の整備
（２）スーパー堤防整備と連携した避難動線の確保

【隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画】

【隅田川緑道公園の再整備】

【一時避難先の確保イメージ】【大規模開発に伴う地区施設等の整備】

デッキ整備イメージ

開発
予定地

隅田川緑道公園
（再整備対象範囲）

隅田川テラス

スーパー堤防
計画区域

バリアフリー化
検討区間

隅

田

川

スーパー堤防
計画区域

◆施策分類◆
建物群、公園等の公共施設

新規
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江東区における高台まちづくりの取組

■取組のポイント 『「浸水対応型まちづくり」による垂直避難ゾーンの形成』
（１）都市計画マスタープランの重点戦略の方向性を示す「江東区浸水対応型まちづくり

ビジョン」を策定（令和６年３月）
（２）江東区版高台まちづくりとして、浸水リスクに対応した建築物を整備・誘導

《具体的な取組内容》
①水害時の拠点避難所、自主避難施設となる公共施設や、一時避難施

設の協定を締結した民間施設等の拡充と並行した「浸水対応型建築
物」の整備の促進

②大規模開発や大規模団地建替えを契機とした「浸水対応型拠点建築
物」の整備、及び救助機能に垂直避難先間や浸水区域内外をつなぐ
「浸水対応型拠点エリア」の形成

③拠点避難所となる区立小・中学校及び自主避難施設となる公共施設
における「浸水対応型拠点建築物」の整備の推進

《取組を進める上での課題》
・地域ごとのまちづくり方針策定に向けた地元住民との合意形成
・マンション等個別の民間建築物に対する助成制度の創設
・「浸水対応型建築物」の平常時、災害時の利活用イメージの明確化

《推進方策の活用内容》
・都市安全確保拠点整備事業
・都市防災総合推進事業
・一時避難場所整備緊急促進事業

《今後の予定》
・マスタープランの進捗管理を実施（学識によるモニタリング）
・ （仮称）都営東砂二丁目団地（第１期）建替計画において、浸

水対応型建築物の機能を盛り込む。(R8年以降に工事着手予定)
・大規模団地を擁する亀戸二丁目エリアにおいて、浸水対応型まち

づくりビジョンを盛り込んだまちづくり方針を策定予定。

【浸水対応型建築物】
①②の機能を有する中高層建築物
①緊急機能：緊急的に避難可能なスペース等
②維持機能：非浸水階に設置された物資・スペース・設備等

【浸水対応型拠点建築物】
上記①②に加え③の機能を有する中高層建築物
③救助機能：避難者の移送、物資の輸送等に必要なペース等

出典：江東区都市計画マスタープラン2022より

◆施策分類◆
建物群

新規
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江東区における高台まちづくりの取組【西大島地区】

■取組のポイント 『西大島地区における高台まちづくりの推進』
（１）「浸水対応型拠点建築物」の整備による避難スペース等の確保
（２）「浸水対応型拠点建築物等」が集積する「浸水対応型拠点エリア」の形成

《具体的な取組内容》
①UR大島四丁目団地の建て替え事業において、浸水対応型拠点建築

物を整備[A]
②大島三丁目駅前エリアで検討されている第一種市街地再開発事業に

おいて、 浸水対応型拠点建築物を整備[B]
③拠点避難所となる区立小・中学校及び自主避難施設となる総合区民

センターにおいて、浸水対応型拠点建築物の整備を推進[C]
④一時避難施設の協定を締結した民間施設等の拡充を推進[D]

《取組を進める上での課題》
・⾧期間継続する浸水被害時においても、最低限の避難生活が維持でき

る避難空間・機能の整備促進 [A][B][C]
・地元住民等への理解促進（整備目的・必要性）と活用方法の周知[B][D]

《推進方策の検討内容》
・国及び都の補助制度等を活用し、浸水対応型拠点エリアを形成

《今後の予定》
・大島四丁目エリアまちづくり方針(R7.10月策定)をもとに事業を推進[A]
・大島三丁目駅前エリアまちづくり方針(R7.7月策定)をもとに準備組合に

て再開発の事業計画を検討[B]

A UR大島四丁目団地

B 大島三丁目駅前エリア

C 拠点避難所、自主避難施設
浸水対応型拠点エリア
を形成

A

B

C

C

C

C

C

C

D

D 協定を締結した一時避難施設の拡充
＋

(1)緊急機能

(1)緊急機能

(3)救助機能(水路)

(3)救助機能(空路)

(3)救助機能(陸路)

(2)維持機能 (2)維持機能

出典 :大島三丁目駅前エリアまちづくり方針を基に作成出典 :江東区浸水対応型まちづくりビジョンを基に作成

※民間マンション・町会・区による一時避難協定

※西大島地域まちづくり方針エリア

第二大島中学校
改築整備済(R4)

第二大島小学校
改築整備済(R6)

◆施策分類◆
建物群

新規
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記載例大田区における高台まちづくりの取組①

■取組のポイント 『大田区高台まちづくり基本方針に基づく事業推進』
・地域特性に応じた計画的な高台化の考え方を示すことを目的とした
大田区高台まちづくり基本方針を策定（R７年３月）

・方針に基づき、高台まちづくりの取組を推進

【高台の相対的な不足状況の分析結果】

【短期・中期・長期の目標イメージ】
【長期目標】
水害に対して強靭で回復しやすい市街地

【中期目標】
高台の更なる拡充・防災拠点の形成

《具体的な取組内容》
（１）高規格堤防の推進

・高規格堤防の整備に合わせて、高台市街地を整備することで避難対象者数
の減少を図る

（２）既存公共施設の活用及び公共施設の建替えを契機とした高台の確保・創出
・既存公共施設の非浸水階を活用した避難・待避スペースの創出等

（３）民間施設との協定締結による高台の確保・創出
・災害等が発生、又は発生するおそれがある場合に、高台緊急避難先

として店舗等の施設を利用（令和７年７月２日：イトーヨーカ堂と協定締結）
（４）条例改正による高台の確保・創出

・高台緊急避難先の確保等に係る事項を条例へ追加し、区民施設（集会室）
の高台利用を確保・創出

・「地域力を生かした大田区まちづくり条例」改正（令和８年７月施行予定）

矢口地区

六郷地区

《大田区高台まちづくり基本方針での主な課題》
・矢口地区、六郷地区で高台緊急避難先が大きく不足
・高規格堤防整備区間は多摩川大橋(国道１号)から上流域は範囲外

【短期目標】
命を守り、最低限の避難生活を送れる高台の創出

出典：大田区高台まちづくり基本方針 出典：大田区高台まちづくり基本方針

出典：大田区高台まちづくり基本方針

◆施策分類◆
建物群、公園等の公共施設、高規格堤防

新規
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記載例大田区における高台まちづくりの取組②

■取組のポイント 『矢口地区における高台まちづくりの推進』
・既存の公共施設の活用及び公共施設の建替えを契機とした高台の確保・創出

既存の公共施設の活用及び公共施設の建替えを契機とした高台の確保・創出

《具体的な取組内容》
・既存公共施設の非浸水階を活用した避難・待避スペースの創出
・矢口地区における公共施設の新築・改築に合わせた避難・退避スペースの創出
（矢口区民センター、下丸子多摩川公園、都営住宅、多摩川清掃工場等について協議中）

《取組を進める上での課題》
・各公共施設を所管する庁内部局及び東京都をはじめとした関係機関との調整

《推進方策の活用内容》
・都市防災総合推進事業、都市安全確保拠点整備事業など検討

【矢口地区の高台まちづくりイメージ】【矢口地区の高台まちづくりの方向性】
出典：大田区高台まちづくり基本方針 出典：矢口地区検討資料

◆施策分類◆
建物群、公園等の公共施設

新規
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記載例北区における高台まちづくりの取組【王子地区】

■取組のポイント 『賑わい創出と水害にも強い交流拠点の形成』
（１）にぎわいや交流を生む「都市中心拠点」の形成
（２）発災時に備えた「まちの災害対応力」の強化
（３）駅周辺に居心地の良い空間を創出する「ウォーカブル・ガーデン」の実現

《具体的な取組内容【検討中】》
・防災拠点機能や業務継続性を備えた新庁舎の整備と
民間施設との連携

《推進方策の活用内容【検討中】》
・都市安全確保拠点整備事業の活用（庁舎、歩行者デッキ等）
・市街地再開発事業等

《今後の予定》
・地元や学識、事業者、都区等が入った
「王子共創会議」において検討を進めているところ
・令和８年度の都市計画決定に向けて検討を継続

王子共創会議にて検討を行っている拠点形成イメージ 図中のパースはイメージであり、
確定したものではありません

新規 ◆施策分類◆
建物群
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記載例足立区における高台まちづくりの取組【小台地区】

■取組のポイント 『大規模工場跡地活用による高台創出と避難スペース確保』
（１）大規模工場跡地を活用した高規格堤防（国）・スーパー堤防（都）の整備
（２）創出された高台敷地内への避難スペース確保
《具体的な取組内容》
①土地利用の方針に基づく水害時避難スペースの確保
②建築物等の整備の方針に基づく、避難経路に配慮した敷地、建築計画の誘導
③隣接区域からの連続性に配慮した通路、緑道の整備

《取組を進める上での課題》
・事業早期完了に向けた複数事業者間の協力体制と工程調整
・事業期間延伸に伴う地域住民への負担
・事業期間中の交通利便性低下に伴う地域住民の協力・理解
・最大浸水5m超・継続2週間超を前提とした⾧期滞留の対応
・避難協定の締結と運用
・住工共存に向けた環境配慮、景観ルールの運用

《推進方策の活用内容》
・地区計画
・荒川高規格堤防整備事業、隅田川スーパー堤防整備事業

《今後の予定》
・高規格堤防整備事業：令和７年度以降

完成予定
・民間事業者：令和８年度以降着手予定

出典：足立区小台一丁目
地区計画等変更のご案内

【地区まちづくり方針】

【地区計画区域】

【地区計画変更点】

出典： ：荒川下流河川事務所作成資料

◆施策分類◆
高規格堤防

新規
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記載例板橋区における高台まちづくりの取組

陸上競技場と堤防天端道路を
繋ぐ連絡通路の整備イメージ

地区計画に定めた水
害時に機能する高台
拠点のイメージ
（出典：三井不動産
株式会社・日鉄興和
不動産株式会社）

■取組のポイント 『舟渡・新河岸地区 避難計画と連動した建物群の形成による高台まちづくり』
（１）既存施設を活用した避難ネットワーク確保
（２）民間開発の機を捉えたハード・ソフトが連携した事業推進

（２）民間開発の機を捉えたハード・ソフトが連携した事業推進【舟渡地区】
《具体的な取組内容》

都市計画制度（地区計画・高度利用地区）を活用し、民間事業者と連携
《取組を進める上での課題》

緊急一時退避場所から浸水想定区域外への避難経路の確保
（浸水域のルート確保及び施設管理者との調整等）

《推進方策の活用内容》
・都市計画制度を活用した、浸水深以上に建物の居室の床の高さを確保
・都市計画制度の活用による容積率の緩和を行いながら、建物内での緊急

一時退避場所や退避路確保等の地域貢献を誘導
・入居予定の物流事業者とのソフト面での連携による備蓄物資の在庫管理や

入れ替え作業等
・物流施設竣工(令和6年9月）後、事業者との災害時協定に基づき、施設使用及

び敷地内高台広場等の活用を開始

（１）既存施設を活用した避難ネットワーク確保【新河岸地区】
《具体的な取組内容》

かわまちづくり制度や都市防災総合推進事業を活用し、既存公共
施設を緊急一時退避場所としたうえで避難通路の整備を行うなど、
防災まちづくりと河川の賑わい創出を連携させた事業を推進

《取組を進める上での課題》
河川管理者・公共施設所管機関等との整備調整、施設の運用周知

《推進方策の活用内容》
かわまちづくり支援制度、都市防災総合推進事業
東京都地区公共施設等整備事業（水害対策）

《成果》
「板橋区と戸田市との災害時における相互応援に関する協定書」
（令和６年２月締結）に基づき連絡通路（令和７年度竣工予定）

を活用した安全な避難経路を確保済

（出典：緊急一時退避場所案内サイン[板橋区]）

◆施策分類◆
建物群、公園等の公共施設
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《具体的な取組内容》
①船堀駅前地区高台まちづくり基本方針の策定（R5年3月）
②高台まちづくりに資する都市計画決定（R5年10月決定、

R8年3月変更予定※ ）
※一団地の都市安全確保拠点施設の都市計画変更（歩行者デッキの駅への延伸）

③市街地再開発事業と連携した都市安全確保拠点整備事業の活用
④建築物から浸水区域外への移動を可能とする通路の整備
⑤段階的な高台まちづくりに向けた検討・調整

《取組を進める上での課題》
・浸水区域外への移動ルート確保に向けた、デッキ整備事業範囲の設定
・高台まちづくりのための小規模な共同化等、現地再建メニューの設定
・既存の都市基盤を活用した高台避難ネットワークの形成に向けた

協議調整
《推進方策の活用内容》

・都市安全確保拠点整備事業の活用
・高台まちづくり方針や高台まちづくりに資する都市計画等の具現化

《今後の予定》 図１ ： 船堀駅前地区における高台まちづくりの方針図

図２ ： 非浸水動線の活用イメージと役割

江戸川区における高台まちづくりの取組【船堀地区】

■取組のポイント 『庁舎移転を契機とした水害時の安全確保拠点の創出に向けた高台まちづくり』
（１）都市安全確保拠点整備事業の実践を通じた建物群による高台まちづくり
（２）一団地の都市安全確保拠点施設と関連都市計画等の策定
（３）既存の都市基盤を活用した高台避難ネットワークの形成

◆施策分類◆
建物群

【図１・２ ： 船堀駅前地区高台まちづくり基本方針（R5.3月策定）より抜粋】

歩行者デッキ
歩行者デッキ（延伸予定）

船堀四丁目地区
R5年10月都決

歩行者デッキの延伸
R8年3月都決予定
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《具体的な取組内容》
①建築物間の移動を可能とする通路の整備
②高台まちづくり方針の検討や高台まちづくりに資する地区計画の変更（R5年10月）
③民間開発事業と連携した都市安全確保拠点整備事業の活用検討（公共駐輪場、屋上広場、歩行者デッキ等）

《取組を進める上での課題》
・地域防災計画との整合性（地区計画他）
・事業認可に向けた各種手続き（スケジュール等）の明瞭化
・既存事業、民間事業者及び権利者との調整
・浸水区域外への広域避難ルートの確保が困難

（高架鉄道等の活用）

《推進方策の検討内容》
・都市安全確保拠点整備事業の活用を検討
・高台まちづくり方針や高台関連都市計画等の具現化
《今後の予定》

江戸川区における高台まちづくりの取組【JR小岩駅周辺地区】

■取組のポイント 『JR小岩駅周辺地区高台まちづくりの推進方策の検討』
（１）駅前民間再開発の機会を捉えた高台まちづくり
（２）既存事業進行中における都市安全確保拠点整備事業の活用検討

R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2年度

Ⅰ

六
丁
目

Ⅱ

Ⅲ

再開
発

北
口 駅前

広場

区画
整理七

丁
目

再開
発

B

A

C

事業
完了

竣
工

竣
工

事業
完了

換地
処分

権利
変換

権利
変換

組合
設立

都決 事業
完了

事業
認可

竣
工

◆施策分類◆
建物群
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記載例江戸川区における高台まちづくりの取組【篠崎地区】

■取組のポイント 『広域的な救助救援拠点と併せた水害に強いまちづくり』
（１）新たな仕組みの構築による高規格堤防整備の加速化

◆施策分類◆
高規格堤防

《具体的な取組内容》

①区画整理等と併せた高規格堤防整備

②大規模水害時の救援救助の拠点的機能の確保

③広域避難などの防災機能の役割を担う都市計画道路の整備、都県橋整備

に関する関係者調整

《取組を進める上での課題》
・高規格堤防事業とともに進める、重複した都市計画の整理［Ａ,C地区］

・住民負担の軽減となる移転方策［A,C地区］

・都市計画道路及び都県橋の早期完成にむけた東京都と千葉県側との調整

［A地区］

・地域の意見を踏まえたまちづくりの方向性を整理［A地区］

《推進方策の検討内容》

・高規格堤防整備を加速化するための新たな仕組み

(例) 高規格堤防整備区間の明示(30H)

※利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の変更（R7.3）において実施済

高規格堤防の都市計画決定

直接移転を可能とする仕組み

種地確保の支援策、まち側の財政負担の軽減等

《今後の予定》

・高規格堤防整備を加速化するための新たな仕組みを国、都、区で

事業主体、役割分担、事業方策について検討

都県橋整備を含む
高台まちづくりエリア

「篠崎公園地区」

高台まちづくり（事業中）

A

B

都市計画緑地と

土地区画整理事業を施行

すべき区域の重複

→東京都と調整中

C

に含まれる事業

・高規格堤防事業（国）
・都県橋整備（都・千葉県）
・江戸川緑地（都・区）
・都市計画道路（区）
・土地区画整理事業を
施行すべき区域（都・区）

A B C
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《具体的な取組内容》
①都市計画マスタープランの改定に合わせ、浸水対応型市街地構想に即した内容を明示（R5.12）
②新小岩公園再整備に向けた緩傾斜型堤防および高規格堤防が連携した高台整備の検討
③水害時に避難所となる小中学校の建替えに合わせて、浸水対応型拠点建築物化を実施中
④民間施設の浸水対応型拠点建築物化を推進するための補助制度を創設（R4.10）
⑤住宅の浸水被害の対策や考え方等を整理した葛飾区住宅浸水対策ガイドラインを発行（R6.4）

《取組を進める上での課題》
・⾧期的な湛水期間でも最低限の避難生活水準が確保できる安全退避空間・生活機能の整備拡大

《今後の予定》
・浸水対応型市街地構想の実現方策を進めていく

記載例

■取組のポイント 『浸水対応型市街地構想の実現』
（１）構想策定による高台まちづくりの誘導
（２）公園等の整備による高台まちづくり
（３）避難スペースを設けた建築物等の整備・確保

葛飾区における高台まちづくりの取組
◆施策分類◆

建物群、公園等の公共施設

(新小岩公園） （葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金）

（避難所となる小中学校の浸水対応型拠点建築物化）

【計画策定による高台まちづくりの誘導】 【公園等の整備による高台まちづくり】

【避難スペースを確保した建築物等の整備・確保】

新小岩公園再整備イメージ

（都市計画マスタープランP58

防災まちづくり方針図（水害））
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《具体的な取組内容》
①高規格堤防・河川防災ステーションの整備推進
②河川防災ステーションの運用や活用の検討
③コミュニティタイムラインの策定と運用

《取組を進める上での課題》
・河川防災ステーション用地の確保
・複数事業者間の施工ステップの調整

※高規格堤防・都営アパート建替・区公共施設・河川防災ステーションなど

・事業⾧期化による計画当初と整備完了時のニーズの乖離
・土地区画整理事業・まちづくり実施済エリアへ新たな仕組み導入に対する住民理解
・水害リスクに対する地域の機運醸成

記載例足立区における高台まちづくりの取組【新田地区】

■取組のポイント 『防災拠点となる高規格堤防の整備推進と活用』
（１）防災拠点整備と合わせた高台づくり
（２）地元ニーズを踏まえた魅力ある水辺空間の形成

《推進方策の検討内容》
・高規格堤防を軸とした新たな仕組み

《今後の予定》
・国・都とともに高規格堤防事業化区間の早期完了に向けた調整
・国・都とともに高規格堤防を軸とした新たな仕組みに向けた調整

荒 川

環

七

第3期建設
駐車場・
団地内広場

第1期建設
（Ａ棟）R6完了

第2期建設
（Ｂ棟）

都営新田一丁目アパートの建替え

出典：国交省HP

令和６年度_新田地区
コミュニティタイムライン策定

◆施策分類◆
高規格堤防
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中川左岸（荒川並行区間）における高規格堤防・スーパー堤防実施中地区の整備推進
高台まちづくりに向けた堤防整備方策の検討 【関東地整・東京都・葛飾区・江戸川区】

■取組のポイント 『高台まちづくりに向けた堤防整備の推進と堤防整備方策の検討』
（１）高台まちづくりに向けた高規格堤防整備および東京都スーパー堤防整備
（２）堤防整備にあたっての整備方策の検討

《具体的な取組内容》
①西新小岩地区における高台まちづくりに向けた高規格堤防整備の検討
②新小岩公園再整備に向けた緩傾斜型堤防および高規格堤防が連携した高台整備の検討
③河川の管理用通路を活用した高台への避難路の確保等に関する検討
《取組を進める上での課題》
・中川左岸堤防と並行に設置されている道路の切り回しおよび生活道路の擦り付け[①,②,③]
・道路橋梁部や鉄道高架部、河川管理施設との取り合い[①,②,③]
・事業完了後の高規格堤防整備事業とスーパー堤防整備事業との管理区分[①,②]
・河川管理用通路（東京都）の幅員確保[③]
・避難路の確保等における関係機関との調整、運用に向けた役割分担[③]
《推進方策の検討内容》
・高台まちづくりに向けた高規格堤防整備とスーパー堤防整備が連携した整備方策の検討
《今後の予定》
・事業中地区

①西新小岩地区 ：引き続き関係者調整を行っていく
②新小岩公園再整備：引き続き荒川下流河川事務所、東京都、葛飾区の3者協議を実施

・高台まちづくりの推進箇所、整備方策、避難路確保の検討を行っていく

【中川左岸の近景】

中川左岸堤防の法尻には、道路も並行しており、
住民生活に必要な接道となっている。

【中川左岸（荒川並行区間）における
高台まちづくりに向けた堤防推進方策の検討】

【高台への避難路確保イメージ】

橋梁

避難路

河川管理用通路

新小岩公園再整備イメージ

【新小岩公園再整備の概要】

◆施策分類◆
高規格堤防
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墨田区における高台まちづくりの取組【鐘ヶ淵地区】

■取組のポイント 『安全安心なまちづくり』の推進

《具体的な取組内容》
・令和７年度策定「鐘ヶ淵地区まちづくり計画」の具体化
・高台まちづくりを含めた水害対策手法のあり方の検討

《取組を進める上での課題》
・安全安心なまちづくりに向けた具体施策の検討と

まちづくりに対する地元住民の機運醸成
・他の取組（鉄道の立体化検討や街路事業等）との調整

《今後の予定》

・地域との「まちづくり勉強会」の実施（令和７年度～）

鐘ヶ淵地区まちづくり計画
表紙

【参考】

鐘ヶ淵地区まちづくり計画
方針図

総合的な水害対策の一般的なイメージ
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